
番号 分類 水質検査項目 基準値 解説 

基０１ 
病原生物 

一般細菌  集落数が100以下/mL 
水道水の一般的清浄度の指標です。通常は極めて少なく、これが著
しく増加した場合は、病原生物に汚染されている疑いがあります。 

基０２  大腸菌 検出されないこと 
人や動物の腸内常在菌であり、糞便汚染の指標です。水道水中で検
出された場合は、病原生物に汚染されている疑いがあります。 

基０３ 

金 属 

カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 
河川やダムの水から検出されることはまれですが、鉱山や工場等の
排水から混入する場合があります。 

基０４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 
河川やダムの水から検出されることはまれですが、下水や工場等の
排水から混入する場合があります。 

基０５ セレン及びその化合物  0.01mg/L以下 
河川水にはごく微量含まれているときがあります。鉱山や工場等の
排水から混入する場合があります。 

基０６ 鉛及びその化合物  0.01mg/L以下 
水道水に含まれていませんが、水道管の家庭への引込等に鉛管が使
われていると検出されることがあります。また、鉱山や工場等の排
水から混入する場合があります。 

基０７ ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 
河川やダムの水から検出されることはありませんが、鉱山や工場等
の排水から混入する場合があります。 

基０８ 六価クロム及びその化合物 0.02mg/L以下 
河川やダムの水から検出されることはありませんが、鉱山や工場等
の排水から混入する場合があります。 

基０９ 

無機物質 

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 

窒素肥料や腐植、家庭排水などに含まれる窒素化合物が化学的、微
生物学的に酸化、還元を受けて生成します。平成24年に食品安全委
員会より水道水での評価値が新たに示されました。水質基準逐次改
正検討会で、評価値に対する浄水での検出状況を整理・検討した結
果、平成26年度から新たに水質基準となりました。 

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 
河川やダムの水から検出されることはありませんが、工場等の排水
から混入する場合があります。 

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 
窒素肥料・家畜の糞便や生活排水・下水に多く含まれますが、高濃
度に含まれると乳幼児がメトヘモグロビン血症を起こす場合があり
ます。 

基１２ フッ素及びその化合物  0.8mg/L以下 

地質に由来するものの、自然界に広く分布しているため、河川水か
ら微量に検出される場合があります。適量を摂取すれば虫歯の予防
に効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯症状が
現れることがあります。 

基１３ 金 属 ホウ素及びその化合物  1.0mg/L以下 
鉄合金などの硬度増加材のほか、ガラス、化粧品の原料として使用
されています。自然由来として火山地帯の地下水、温泉からの混入
があります。 

基１４ 

一般有機 
化学物質 

四塩化炭素  0.002mg/L以下 
フロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄溶剤等に使われます。
表流水に排出されたものは大気中に揮散しますが、土壌汚染などに
より地下水に検出されることがあります。 

基１５ 1,4-ジオキサン  0.05mg/L以下 
溶剤、溶剤の安定剤、人工皮革の表面処理剤等に使われます。検出
される事例は工場排水に由来するものです。 

基１６ 
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び 
トランス-1,2-ジクロロエチレン  

0.04mg/L以下 
塩素系溶剤、化学合成品の中間体、溶剤、ラッカー等に使われます。
表流水に排出されたものは大気中に揮散し、容易に光分解されます
が、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。 

基１７ ジクロロメタン 0.02mg/L以下 
塗料剥離剤、洗浄剤、溶剤等に使われます。表流水に排出されたも
のは大気中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出され
ることがあります。 

基１８ テトラクロロエチレン  0.01mg/L以下 

ドライクリーニング溶剤、金属の脱脂洗浄剤等に使われます。地下
水汚染物質として知られています。表流水に排出されたものは大気
中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることが
あります。 

基１９ トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 
金属の脱脂洗浄剤、溶剤等に使われます。地下水汚染物質として知
られています。表流水に排出されたものは大気中に揮散しますが、
土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。 

基２０ 
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタ
ン酸（PFOA） 

0.00005mg/L以下 

PFOSは、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡
消火薬剤などに、PFOAは、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤
などに主に使われてきました。水質基準逐次改正検討会で、評価値
に対する浄水での検出状況を整理・検討した結果、令和８年度から
新たに水質基準となりました。  

基２１ ベンゼン  0.01mg/L以下 
医薬品、染料、香料、合成樹脂などの原料等に使われます。表流水
に排出されたものは大気中に揮散し、分解されます。水中では生物
分解されます。芳香を有する溶剤です。 

基２２ 

消毒 
副生成物 

塩素酸  0.6mg/L以下 
消毒剤で使用している次亜塩素酸ナトリウムを長期間貯蔵すること
でできる、分解生成物です。 

基２３ クロロ酢酸 0.02mg/L以下 
原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副
生成物です。 

基２４ クロロホルム 0.06mg/L以下 
原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副
生成物です。 

基２５ ジクロロ酢酸  0.03mg/L以下 
原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副
生成物です。平成26年に食品安全委員会より水道水での評価値が新
たに示され、平成27年度から水道水質基準値が強化されました。 

基２６ ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 
原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副
生成物です。 
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基２７ 

消毒 
副生成物 

臭素酸 0.01mg/L以下 オゾン処理時に生成します。 

基２８ 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 
クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブ
ロモホルムの合計値が総トリハロメタンです。浄水場では、できる
限り低減させるための努力を行っています。 

基２９ トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 
原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副
生成物です。平成26年に食品安全委員会より水道水での評価値が新
たに示され、平成27年度から水道水質基準値が強化されました。 

基３０ ブロモジクロロメタン  0.03mg/L以下 
原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副
生成物です。 

基３１ ブロモホルム 0.09mg/L以下 
原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副
生成物です。 

基３２ ホルムアルデヒド  0.08mg/L以下 
工場排水や塗料などからの溶出により河川水に混入することがあり
ます。また、浄水処理におけるオゾン処理や塩素消毒によって生成
します。 

基３３ 

金 属 

亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 
地質に由来する場合や、鉱山や工場等の排水から混入する場合等が
あります。また亜鉛メッキ鋼管から、溶出するこもあります。高濃
度に含まれると、水が白濁します。 

基３４ アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 

地球上に広く多量に存在し、特に土壌に多く含まれています。水に
溶けにくいので自然水中には少ないが、近年酸性雨により土壌中の
アルミニウムが水源に溶出することが心配されています。浄水場に
おいては、ポリ塩化アルミニウム（PAC）が凝集処理剤として使用
されています。 

基３５ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 
地質に由来する場合や、ダム等の水では夏場に濃度が上がることが
あります。高濃度に含まれると異臭味（金気）や、洗濯物を茶褐色
に着色することがあります。 

基３６ 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 
鉱山や工場等の排水や農薬が混入した場合等があります。また給湯
器等に使われている銅管から溶出することもあります。高濃度に含
まれると水道施設や洗濯物を青色に着色することがあります。 

基３７ 味 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 
工場排水や海水、または消毒用の塩素剤に由来する場合があります。
高濃度に含まれると水がまずくなります。 

基３８ 着 色 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 
河川、ダム等の底層水の溶存酸素が少なくなると底質から溶出して
くることがあります。高濃度に含まれると水が黒くなることがあり
ます。 

基３９ 

味 

塩化物イオン 200mg/L以下 
地質に由来する場合や、海水、下水、工場・家庭の排水、し尿の混
入などがあります。高濃度に含まれると水がまずく（塩辛く）なり
ます。 

基４０ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下 

主に地質に由来します。硬度とは、カルシウムとマグネシウムの合
計量を炭酸カルシウムの値として換算したものです。硬度は水の味
を大きく左右する成分です。適度に含まれていればおいしい水にな
りますが、低すぎると、こくのない味がし、高すぎるとしつこい味
になります。 

基４１ 蒸発残留物 500mg/L以下 

水中に溶解または浮遊している物質の総量で、その水の一般的性状
を示す水質指標です。主にミネラルの含有量を示しています。蒸留
残留物の量が多いと苦味、渋味が増し適度に含まれていると、こく
のあるまろやかな味となります。 

基４２ 発 泡 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 
生活排水や工場排水により混入する場合があります。高濃度に含ま
れると水が泡立つ原因となります。 

基４３ 
かび臭 

ジェオスミン 0.00001mg/L以下 
微生物が産生するかび臭物質のひとつで、ダム、湖沼、河川等の表
流水を水源とする水道の異臭味障害原因物質として知られています。 

基４４ 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 
微生物が産生するかび臭物質のひとつで、ダム、湖沼、河川等の表
流水を水源とする水道の異臭味障害原因物質として知られています。 

基４５ 発 泡 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 
界面活性剤のうち、水溶液中でイオンにならないもので、陰イオン
界面活性剤とともに洗剤として使用されています。 

基４６ におい フェノール類 0.005mg/L以下 
工場排水等の混入により、河川水から検出されることがあります。
少量でも異臭味がしますが、塩素処理を行うと、さらに微量でも臭
いの原因となります。 

基４７ 味 有機物（ＴＯＣ） 3mg/L以下 
水中には有機物や無機物のかたちで炭素が含まれていますが、その
うちの有機物由来の炭素を指し、水の有機物汚染の指標となります。 

基４８ 

基礎的 
性状 

ｐＨ値 5.8～8.6 
酸性・アルカリ性の液性の指標で、0から14の数値で表します。7
が中性で、これより値が大きくなるほどアルカリ性が、小さくなる
ほど酸性が強くなります。 

基４９ 味 異常でないこと 
水の味は、地質または生活排水、工場排水、海水、化学薬品等の混
入や藻類等の繁殖に起因します。 

基５０ 臭気 異常でないこと 
水の臭気（におい）は、化学物質、油、生活排水、工場排水などの
混入や藻類の繁殖に起因します。 

基５１ 色度 5度以下 
水についている色の程度を示します。。鉄、マンガン等や有機物等
が高濃度に含まれていると高くなることがあります。基準値以下な
ら、ほとんど無色です。 

基５２ 濁度 2度以下 水の濁りの程度を示します。基準値以下なら、ほとんど透明です。 


